
設計変更理由書 

 

神戸市 

業 務 名 天神川護岸改修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 

【工事延長 L＝181.6m】 

河川土工 一式、法覆護岸工 一式、床固め工 一式、道路土工 一式、

舗装工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式   

 

 

設計変更の理由 

 

・ 石積接着補強工・舗装工の範囲外にて、天端コンクリートを取壊した際、

護岸背面に空洞があることが判明したため、舗装工が増工となる。 

・ 安全面から、右岸側の道路を車両通行止めとしたことにより、交通誘導

員が減工となる。 

・ 現地精査の結果、数量に増減が生じる。  

 


